
日本 CISO 協会 会則 

 

(協会趣旨) 

めまぐるしく変化するIT技術の進歩において、企業における情報システムの活用と、情報セキュリティ対策は事

業の成長、継続に関して重要な要素になっております。しかしながら変化の激しい環境の中で、各企業の責任者

が単独ですべての技術的情報を把握、適切に活用、運用することは難しい状況です。こうした課題を解決するた

め、企業の中で情報システム、情報セキュリティに関わる役員、管理者、実務責任者を支援すること目的として本

協会があります。 

 

（名称） 

第 1 条 本協会の名称は、「日本 CISO 協会」とします。 

 

（目的） 

第2条 本協会は、企業内で情報システム、または情報セキュリティの管理運用に関わる役員、管理者、実務責

任者を支援すること目的とします。 

 

 

（会員資格） 

第 3 条 本協会は、会の趣旨・目的に賛同いただける企業・団体の情報システム、または情報セキュリティの担当

管理者から構成されます。 

2) 本協会の趣旨、目的に沿わない場合、入会を拒否することができます。 

3) 本協会は一般の会員とは別に、会の趣旨・目的に賛同し、賛助いただける企業・団体からなる賛助会員

を設けます。 

 

（活動） 

第 4 条 本協会は、上記の目的達成のため、会員同士の情報や技術等の交流を行います。 

2) 活動の主体は、会員とし、会員により活動方針、内容は決定されます。 

3) 必要に応じて部会、ワーキンググループ、勉強会等を設置します。 

 

（入退会） 

第 5 条 本協会への入退会は原則自由とします。入会は、所定の入会申込書を事務局へ提出し、理事会及び事

務局の承認を得ることにより、会員として登録されます。 

2) 退会は、所定の退会届を事務局へ提出することにより、会員登録を抹消します。 

 

（会費） 

第 6 条 本協会は、入会金や年会費等は、原則無料とします。 

2) 事務連絡は e-インフラを原則に、郵送や紙の配布書類などによるコストを極力かけない運営を図るもの

とします。 

3) 本協会の活動が発展するなど、会費による運営が必要なレベルになった場合には、改めて総会に諮り、

本会則の改正を含めて協議するものとします。 

4) 賛助会員は別に定める賛助会費を納めるものとします。 

 



(理事会) 

第 7 条 本協会は、公募、会員の推薦等により会員の承認を得た理事会を組織します。 

 

(事務局) 

第 8条 事務局は、理事会、及び会員による活動を支援することを目的とし、会員の互選、または代表理事の指名

により構成されます。 

 

（理事、及び事務局の任期） 

第 9 条 理事、及び事務局の任期は 1 年とし、再任も可とします。 

 

(個人情報の取扱い) 

第 10 条 会員企業(団体)の担当者名等の個人情報は、適切な安全管理と取扱いを行います。 

2) 会員企業(団体)の担当者名、所属部署、電話番号、メールアドレスを含めた会員名簿は、会員内に限り

配布し、会員が相互に連絡・情報交換を図るために使用できるものとします。 

3) 会員以外へは担当者名を含まない、企業(団体)名簿を公開するものとします。 

 

（顧問） 

第 11 条 理事会の承認により、本会に顧問を置くことができます。 

 

(会員総会） 

第 12 条 本協会は毎年 1 回の定時会員総会を開催します。 

2) 本協会は、理事会の決定により、臨時会員総会を開催することができます。 

 

（除名） 

第 13 条 本協会の趣旨・目的にふさわしくない行動をとった会員については、理事会の決議により除名することが

できます。 

 

（活動年度） 

第 14 条 本協会の活動年度は、2 月 1 日から翌年 1 月 31 日までとします。 

 

（解散） 

第 15 条 本協会は、会員の 3 分の 1 以上の提案により、会員の 3 分の 2 以上の賛成を得て、解散できるものとし

ます。 

 

(附則) 

1) この会則は、2016 年 1 月 1 日より施行します。 

以上 


